
上京保護司会のあらまし（令和７年６月１日） 
 

１ 沿革 

昭和 42年 7月、保護区及び保護司定数改正で上京保護区誕生 

平成 11 年 4 月、改正保護司法の施行により、東西に分かれていた上京保

護司会東地区会と西地区会が統合され現在の上京保護司会が誕生し、現在に

至る。 

 

２ 活動拠点 

  京都市上京区小川通寺之内下る射場町５７９（報恩寺内） 

  上京保護司会更生保護サポートセンター 

 

 ★上京保護司会更生保護サポートセンターとは 

 

◇沿 革 平成 31 年 2月、大橋会長（当時）の報恩寺内に開設 

 

◇開設日・時間 平日の月曜から金曜日 午前 10時から午後 4 時 

        午前と午後に分けて会員が交代で当番しています。 

 

◇役 割 ①処遇支援活動推進の場 

        対象者との面接、関係機関との協議、協力雇用主連携促進 

②会議の開催場所 

        役員会、理事会、専門部会の開催 

       ③その他 

用具類の保管、保護司同士の勉強会、相談の場等 

 

◇強 味 ・寺境内にあるため。隣家や地域への気遣いが不要 

       ・開設時間外も含めて対象者との面接等にいつでも使える 

       ・駐車スペースがある 

 

３ 会員 

 上京保護区に配属されている保護司は、上京保護司会に所属します。 

  会員は、現在（令和７年６月１日現在）３８名です。 

  保護司歴 1年未満の新任者から 30年以上のベテランで構成しています。 

  なお、年代別、男女別の状況は次のとおりです。 

 

    
 

年代別の状況

40代 50代 60代 70代

２人 7人 ７人 22人

5% 18% 18% 58%

男女別の状況

男性 女性

２6人 12人

68% 32%



４ 役員 

  会員の中から役員を選任しています。 

(1) 任期は２年（R７.5.15（総会で承認）～R９の総会開催日） 

(2) 人数は、今期は１５名 

会長（1名）、副会長（5名）、理事（※８名）、監事（2名）で構成してい

ます。（※会則では理事は若干名） 

(3) 役員の役割は、会の幹部として会の運営等について協議することです。 

 

５ 会議 

  当会の基幹会議は次のとおりです。 

（１）総会 

議長は会長、構成員は全会員 

毎年度当初、会長が招集して京都保護観察所会議室で定例総会を開催 

   総会は、当該年度の事業計画や予算が審議決定される重要な会議であり、 

原則として全保護司の出席の下開催されます。 

 

（２）理事会 

議長は会長、構成員は、会長、副会長、理事 計１4名で構成されます。 

毎月１回、会長が招集してサポートセンターで開催、総会提出議案や総会

の議決を要しない会務の執行に関する事項等を協議・決定しています。 

 

（３）役員会 

議長は会長、構成員は、会長、副会長 計６名です。 

   理事会上程議題および重要議題について適宜開催します。 

 

（４）専門部会会議 

   会員は、全員いずれかの専門部会に参画していただきます。 

   専門部会毎に部会長を中心に随時打ち合わせ等を行います。 

 

（５）サポートセンター運営会議 

   年間を通して随時、サポートセンター部会が、サポートセンターの運営に

ついて協議します。 

 

（６）ホームページ運営会議 

   年間を通して随時、当保護司会のホームページの運営について協議しま

す。 

 

６ 研修会の開催 

  当会では、保護司に必要な知識やスキル向上のため、多様な研修の場を確保

しています。 

 

 



（１）地域別定例研修会  

   京都保護観察所主任官を講師に招いて、年３回定例研修会を開催してい

ます。 

 

（２）自主研修会 

   定例研修会のほかに、当保護司会として独自の自主研修会を年２回程度

開催しています。 

 

（３）他団体主催の研修会への参加 

  〇 京都府保護司連盟が主催して、毎年１回、Ｈグランヴィアに府内の多く

の保護司を一堂に会して、さまざまな講師を招いて特別研修会を開催し

ています。また、研修会の後は、他地区の保護司と同じテーブルで飲食付

意見交換会も開催され、保護司間の交流・情報交換が図れます。 

〇 更生保護法人日本更生保護協会が主催し、オンライン講演会が年 1回 

開催されています。YouTubeで一定期間配信され自宅等で自分の都合 

のよい時間に視聴できます。 

  〇 京都府更生保護女性連盟が主催して、毎年１回（例年１２月）、公開シ

ンポジウムを開催しています。 

 

（４）新年研修会 

   毎年１月に、会員が一堂に会して、飲食付きの新年研修会を開催していま

す。当研修会は、会員間の交流の場でもあり、毎年多くの会員が参加してい

ます。 

 

７ 主な犯罪予防活動 

保護司法で、保護司の使命として、犯罪をした者及び非行のある少年の改

善更生を助けることとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努めることが

規定されており、当会として以下のような犯罪予防活動を実施しています。 

 

（１）社会を明るくする運動 

社会を明るくする運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯し

た人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪の

ない地域社会を築こうとする全国的な運動で、 2025年で 75回目を迎え

ました。当会でも、学区別にミニ集会、学区祭等を通して地域住民に社明啓

発を行い、「社会を明るくする運動」に積極的に取り組んでいます。 

 

◆啓発パレード 

   当保護司会犯罪予防部会（パレード）が中心となって、啓発パレードを企

画・実施しています。 

毎年 9 月、少年補導、住民協議会、更生保護女性会、ＢＢＳの参加も得

て、西陣中央小で社明総理大臣メッセージの伝達式を実施した後、西陣中央

小から今出川通を京都保護観察所までパレードするとともに、その後、烏丸



今出川周辺で街頭啓発活動を行っています。このイベントは当保護司会の年

間を通じた最大のイベントであり、多数の会員が参加しています。 

 

◆社明作文コンテスト 

当保護司会犯罪予防部会（作文）が中心となって、社会を明るくする運動

「京都府作文コンテスト」と「上京区作文コンテスト」に取り組んでいます。

この作文コンテストは、上京区内の小・中学生の皆さんに、日常生活での体

験を通じて、犯罪や非行のない明るい社会づくりについて考えたことや感じ

たことを作文にすることで、本運動に対する理解を深めてもらうことを目的

として実施しています。 

 12月には京都府社明作文コンテスト表彰式が、2月には上京区社明作文

コンテスト表彰式が開催され、上京区の子供たちの作文もこれまで最高賞で

ある京都府知事賞などに多数入賞しています。 

 

◆京都マラソン応援時の社明啓発活動 

   2月に実施される京都マラソン応援時に社明啓発活動を行っています。 

 

（２）青少年健全育成事業 

   協力組織部会（健全育成）が中心となって、親子食育教室、食育啓発パネ

ル展、講演会、シンポジウム等を実施しています。 

 

（３）学校との連携 

各学区ごとに学校長、学区関係団体、PTAおよび警察署・保護司等で

構成される会合に出席して、学区児童の状況と学区内で起きた事象等につ

いて意見交換をする。 

 

（４）薬物乱用防止指導員 

   地域及び学校内における薬物乱用防止啓発活動を積極的に推進するため

設置された「薬物乱用防止指導員協議会」の薬物乱用防止指導員として、現

在、上京区内では諸団体のほか当保護司会から 4 名、上京更生保護女性会

からは 6名が活動しています。 

   当保護司会では、毎年６月、11月の街頭啓発や年２回の研修会、上京小・

中学校３校での薬物乱用防止教室などに取り組んでいます。 

 

８ 年間行事一覧（令和 6 年度（主なもの）） 

  別添のとおり 

 

９ 活動財源 

  ７の活動費をはじめ、保護司会が主催する会議・研修費やサポートセンター

運営経費については、国から実費弁償金が支給されます。 



　　　　　　　別添

年間行事（令和6年度（主なもの）） （令和７年3月現在）

月 行　事　名 場　　所

4

5 5月16日 （木）総会 京都保護観察所

6 6月10日 （月）市保連ブロック別研修会 Ｈウェスティン都

7 7月23日 （火）定例研修会① 京都保護観察所

8

9 9月29日 （日）社明啓発パレード
西陣中央小

～京都保護観察所

10 10月24日 （木）京都府更生保護大会 京都テルサ

10月26日 （土）親子料理教室 新町小学校

11 11月17日 （日）親子食育教室 西陣中央小学校

11月19日 （火）定例研修会② 京都保護観察所

11月9日～22日 食育啓発パネル展 上京区役所

12 12月2日 （月）府保連特別研修会 Ｈグランヴィア京都

12月14日 （土）
京都府更生保護女性連盟主

催公開シンポジウム
府立京都学・歴彩館

12月25日 （水）
京都府社明作文コンテスト

表彰式
府立京都学・歴彩館

1 1月7日 （火）新年懇親会 がんこ高瀬川二条苑

1月14日 （火）自主研修会① 京都保護観察所

2 2月4日 （火）
定例研修会③

臨時総会（役員改選）
京都保護観察所

2月15日 （土）
上京区社明作文コンテスト

表彰式
上京区役所

3 3月4日 （火）自主研修会② 京都保護観察所

毎月 理事会（月1回） サポートセンター

日程


